
（2） 2011.　3.　21凡例　対対象　日日時　場会場　内内容　講講師　定定員　費費用　申申し込み　問問い合わせ

４/10（日） 東京都知事選挙東京都知事選挙東京都知事選挙 町田市コールセンター
　　７２４・５６５６
または 選挙管理委員会
　　７２４・２１６８

辺

辺

問

●開票は即日行います
　日時：４月１０日（日）午後９時から
　会場：市立総合体育館（南成瀬５丁目１２番地）
　　ホームページ（上記参照）で状況をお知らせします。

選挙人名簿の登録者数　　平成２３年３月２日現在
男　１６７,６６６人　　女　１７４,９６９人　　計　３４２,６３５人

不在者投票 投票用紙の請求手続きはお早めに

期日前投票 「投票所入場券」裏面の宣誓書（兼請求書）欄にご記入のうえお持ち下さい
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※○数字は
右表の期日
前投票所の
位置です。
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・投票日当日に仕事や旅行などで投票できない方は、期日前投票ができます。
・投票できる場所・期間は右表のとおりです。
・住所に関わらずいずれの期日前投票所でも投票できます。
・「投票所入場券」が届いている場合は、ご自分の「投票所入場券」の裏面にある宣
誓書（兼請求書）欄に必要事項をご記入のうえ、期日前投票所にお持ち下さい。
・「投票所入場券」が届かない場合や紛失した場合でも、市の選挙人名簿に登録され
ていれば、本人確認のうえ投票できますので、期日前投票所でお申し出下さい。

※詳しい案内図は「投票所入場券」
に同封のチラシをご覧下さい。
※駐車場に限りがありますので、
身体が不自由な方を除いて、車や
バイクでの来所はご遠慮下さい。
なるせ駅前市民センター、玉川学
園文化センターには駐車場はあり
ません。

期日前投票所一覧
時　間期　間期日前投票所

午前８時３０分～
午後８時

３月２５日（金）～
４月９日（土）

①市役所森野分庁舎
　2階会議室

■４月５日（火）
　　～８日（金）
　　午前８時３０分～
　　午後８時

■４月９日（土）
　　午前８時３０分から
　　午後５時まで

※最終日のみ、受付は
午後５時までとなりま
すのでご注意下さい。

４月５日（火）
　～９日（土）

②南市民センター

③なるせ駅前市民センター

④鶴川市民センター 

⑤忠生市民センター 

⑥小山市民センター 

⑦堺市民センター 

⑧玉川学園文化センター 

⑨木曽山崎センター 

⑩南町田駅前連絡所
　（リエゾン） 

ホームページ
■町田市選挙管理委員会
http://www.city.machida.tokyo.jp/shisei/senkyo/index.html
※選挙期間中は市トップページからリンクしています。
※投票率と開票状況がご覧になれます。
　★　投票状況…投票日当日の午前１０時３０分ごろから
　★　開票速報（町田市開票区）…午後１０時ごろから　
■東京都選挙管理委員会
http://www.senkyo.metro.tokyo.jp/

３３月月１１６６日現在の予定です。東日本大震災の影響により、予定等が変更になることがあ日現在の予定です。東日本大震災の影響により、予定等が変更になることがありり
ます。最新の情報を町田市ホームページや報道等でご確認またはお問い合わせ下さいます。最新の情報を町田市ホームページや報道等でご確認またはお問い合わせ下さい。。

■■■■■■■■■■■■町町町町町町町町町町町町田田田田田田田田田田田田市市市市市市市市市市市市外外外外外外外外外外外外でででででででででででで投投投投投投投投投投投投票票票票票票票票票票票票すすすすすすすすすすすするるるるるるるるるるるるににににににににににににはははははははははははは■町田市外で投票するには■■■■■■■■■■■■■
　仕事や旅行などで町田市外に滞在さ
れる方は、あらかじめ投票用紙を請求
いただくと、滞在先の選挙管理委員会
で不在者投票ができます。投票用紙の
郵送等に日数がかかりますので、お早
めに請求して下さい。
　なお、不在者投票のできる場所・時間
は滞在先の選挙管理委員会にお問い合
わせ下さい。

○投票の流れ○
　「投票所入場券」の裏面に請求書があります。「投票所入場券」が
ない場合は次のいずれかの方法で、投票用紙の「宣誓書（兼請求書）」
を入手して下さい。
①　電話
　　町田市コールセンター　　辺辺７２４・５６５６
　　町田市選挙管理委員会　　辺辺７２４・２１６８（直通）
　　　　　　　　　　　　　　辺辺７２２・３１１１（代表）
②　町田市ホームページ（右下記参照）

　「宣誓書（兼請求書）」に必要事項をご記入のうえ、町田市選挙管
理委員会に郵送または持参して下さい（ＦＡＸ・Ｅメール不可）。
＜郵送先＞　
　〒１９４−００２２　森野１−３３−１０　市役所森野分庁舎
　選挙管理委員会　　不在者投票担当宛

　請求者は選挙管理委員会から郵送された書類一式を持って、なる
べく早めに滞在先の選挙管理委員会で不在者投票を行って下さい。

→

→

■■■■■■■■■■■■病病病病病病病病病病病病院院院院院院院院院院院院・・・・・・・・・・・・老老老老老老老老老老老老人人人人人人人人人人人人ホホホホホホホホホホホホーーーーーーーーーーーームムムムムムムムムムムム等等等等等等等等等等等等ででででででででででででのののののののののののの投投投投投投投投投投投投票票票票票票票票票票票票■病院・老人ホーム等での投票■■■■■■■■■■■■■
　投票日現在、病院や老人ホーム等の施設に入院・入所してい
て投票に出かけることが困難な方は、都道府県選挙管理委員会
が投票場所として指定している施設であれば、施設内で投票す
ることができます。指定施設であるかの確認、及び投票用紙の
請求や投票方法については、施設の事務室にお早めにお問い合
わせ下さい。

■■■■■■■■■■■■一一一一一一一一一一一一定定定定定定定定定定定定のののののののののののの障障障障障障障障障障障障ががががががががががががいいいいいいいいいいいいががががががががががががああああああああああああるるるるるるるるるるるる方方方方方方方方方方方方、、、、、、、、、、、、要要要要要要要要要要要要介介介介介介介介介介介介護護護護護護護護護護護護５５５５５５５５５５５５のののののののののののの方方方方方方方方方方方方■一定の障がいがある方、要介護５の方■■■■■■■■■■■■■
～郵便等投票の請求はお早めに～

　「郵便等投票証明書」をお持ちで「郵便等投票」を希望される
方は、投票日の４日前（４月６日（水）必着）までに、選挙管
理委員会に請求して下さい。

※「郵便等投票」とは一定の障がいがある方、要介護５の方で郵送に
より自宅などで投票できる制度です。
　郵便等投票を行うには、事前に選挙管理委員会へ「郵便等投票証明
書」の交付申請が必要です。お早めにお問い合せ下さい。


